
新規上場申請のための四半期報告書

（第22期第１四半期）

自2021年１月１日

至2021年３月31日

株式会社ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）



目　　　　　　　次

頁

第一部【企業情報】 …………………………………………………………………………………………………………… １

第１【企業の概況】 ………………………………………………………………………………………………………… １

１【主要な経営指標等の推移】 ……………………………………………………………………………………… １

２【事業の内容】 ……………………………………………………………………………………………………… ２

第２【事業の状況】 ………………………………………………………………………………………………………… ３

１【事業等のリスク】 ………………………………………………………………………………………………… ３

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ……………………………… ３

３【経営上の重要な契約等】 ………………………………………………………………………………………… ４

第３【提出会社の状況】 …………………………………………………………………………………………………… ５

１【株式等の状況】 …………………………………………………………………………………………………… ５

２【役員の状況】 ……………………………………………………………………………………………………… 14

第４【経理の状況】 ………………………………………………………………………………………………………… 15

１【四半期財務諸表】 ………………………………………………………………………………………………… 16

２【その他】 …………………………………………………………………………………………………………… 25

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………………… 26

　四半期レビュー報告書

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）



【提出書類】 新規上場申請のための四半期報告書

【提出先】 株式会社東京証券取引所

代表取締役社長　山道　裕己　殿

【提出日】 2021年８月24日

【四半期会計期間】 第22期第１四半期（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

【会社名】 株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ

【英訳名】 ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ　ⅠＮⅭ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役　　清久　健也

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番20号

【電話番号】 03-5469-5787

【事務連絡者氏名】 取締役　　久野　聡太

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目19番20号

【電話番号】 03-5469-5787

【事務連絡者氏名】 取締役　　久野　聡太

【表紙】

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）



回次
第22期

第１四半期累計期間
第21期

会計期間
自　2021年１月１日
至　2021年３月31日

自　2020年１月１日
至　2020年12月31日

売上高 （千円） 317,249 1,078,123

経常利益 （千円） 59,548 79,555

四半期（当期）純利益 （千円） 47,814 109,534

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） ― ―

資本金 （千円） 100,000 138,262

発行済株式総数 （株） 1,809,283 1,809,283

純資産額 （千円） 322,622 267,742

総資産額 （千円） 3,460,849 3,743,240

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 13.21 30.35

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） ― ―

１株当たり配当額 （円） ― ―

自己資本比率 （％） 9.3 7.1

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

５．当社は、第21期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第21期第１四半期累計

期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

６．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

７．当社は、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行って

おりません。

(1）財政状態の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比較して282,391千円減少し、3,460,849千円とな

りました。これは主に、預り金の減少により現金及び預金が176,888千円減少したことによるものです。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して337,272千円減少し、3,138,226千円とな

りました。これは主に、ペイメントにおける加盟店の預り金減少により、預り金が263,806千円減少したことによ

るものです。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末と比較して54,880千円増加し、322,622千円とな

りました。これは主に、四半期当期純利益47,814千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。

(2）経営成績に関する説明

　当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束しない状況が依然

として先行きの見通しの不確実性を強め、不透明な状況が継続しております。

　このような経営環境の下、ペイメント・フィナンシャルクラウドにおいて引き続き機能強化、導入企業拡大に向

けた広告や営業等における取り組みを進めてまいりました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高317,249千円、営業利益54,739千円、経

常利益59,548千円、四半期純利益47,814千円となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（ペイメント）

　当セグメントにおきましては、積極的なｗｅｂマーケティング、営業体制強化により新規案件の受注が堅調に推

移したこと、EC市場の成長に伴う既存顧客の取扱高の増加により、売上高は208,039千円となりました。セグメン

ト利益は、人員数の増加に伴い人件費が増加したものの、堅調な売上高により121,660千円となりました。

（フィナンシャルクラウド）

　当セグメントにおきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定の解約の増加があったものの、ｗｅ

ｂマーケティングやオンラインセミナー等の様々なマーケティング施策による認知向上、営業体制強化による新規

契約の増加が解約によるマイナスインパクトを吸収し、売上高は109,210千円となりました。セグメント利益は、

売上高が堅調に推移したものの、主に営業人員や開発人員の増加に伴い増加した人件費により、4,419千円の損失

となりました。

(3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）

- 4 -



種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,000,000

計 5,000,000

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（注）2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式

総数は5,000,000株増加し、10,000,000株となっております。

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年８月24日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,809,283 3,618,566 非上場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であり、単元株式数

は100株でありま

す。（注）１、２

計 1,809,283 3,618,566 ― ―

②【発行済株式】

（注）１．2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。これにより、発行済株式総数は1,809,283株増加し、3,618,566株となっております。

２．2021年６月４日開催の臨時株主総会決議により、2021年６月４日付で１単元を100株とする単元株制度を採用

しております。
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決議年月日 2021年３月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役　１

新株予約権の数（個）※ 2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　2,000[4,000]（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 3,000[1,500]（注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 自　2023年３月31日　至　2031年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　3,000[1,500]

資本組入額　　1,500[750]（注）５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りです。

（第20回新株予約権）

※新株予約権証券の発行時（2021年３月31日）における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月

末現在（2021年７月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載してお

り、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更ありません。

（注）１．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数

を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨

てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行な

う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の2023年12月期乃至2030年

12月期の８事業年度いずれかの単年度営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株

予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場

合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を行使することができる。

①　営業利益が800百万円以上の場合　　行使可能割合： 50％

②　営業利益が1,200百万円以上の場合　　行使可能割合：100％

なお、本項における営業利益の判定においては、当社の監査済みの連結損益計算書（連結損益計算書を作

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）

- 6 -



成していない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等によ

り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める

ものとする。

(2）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(3）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(4）新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(5）新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．当社が組織再編成行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のう

え、（注）２で定められた行使価額を調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

(7）増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

５．2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

2021/08/18 20:15:14／21754688_株式会社ＲＯＢＯＴ　ＰＡＹＭＥＮＴ_公開申請書類（第１四半期）

- 7 -



決議年月日 2021年３月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社監査役　１

新株予約権の数（個）※ 1,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　1,000[2,000]（注）２、６

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 3,000[1,500]（注）３、６

新株予約権の行使期間 ※ 自　2021年３月31日　至　2031年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　3,017[1,509]

資本組入額　　1,509[755]（注）６

新株予約権の行使の条件 ※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）５

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

（第21回新株予約権）

※新株予約権証券の発行時（2021年３月31日）における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月

末現在（2021年７月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載してお

り、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更ありません。

（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき17円で有償発行しております。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数

を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨

てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

３．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行な

う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

４．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の2022年12月期乃至2030年

12月期の９事業年度いずれかの単年度営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株

予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場

合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を行使することができる。

①　営業利益が800百万円以上の場合　　行使可能割合： 50％

②　営業利益が1,200百万円以上の場合　　行使可能割合：100％

なお、本項における営業利益の判定においては、当社の監査済みの連結損益計算書（連結損益計算書を作

成していない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等によ

り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める
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ものとする。

(2）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(3）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(4）新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(5）新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

５．当社が組織再編成行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のう

え、（注）３で定められた行使価額を調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

(7）増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

６．2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。
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決議年月日 2021年３月26日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　２

当社従業員　４

新株予約権の数（個）※ 10,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　10,000[20,000]（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 3,000[1,500]（注）２、５

新株予約権の行使期間 ※ 自　2023年３月31日　至　2031年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　3,000[1,500]

資本組入額　　1,500[750]（注）５

新株予約権の行使の条件 ※ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数

（第22回新株予約権）

※新株予約権証券の発行時（2021年３月31日）における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月

末現在（2021年７月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載してお

り、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更ありません。

（注）１．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数

を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨

てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその

他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるも

のとする。

２．当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

１円未満の端数は切り上げる。

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使に基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行な

う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとす

る。

３．新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の2023年12月期乃至2030年

12月期の８事業年度いずれかの単年度営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株

予約権者が割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合の個数（１個未満の端数が生ずる場

合には、端数を切り捨て）を限度として本新株予約権を行使することができる。

①　営業利益が800百万円以上の場合　　行使可能割合： 50％

②　営業利益が1,200百万円以上の場合　　行使可能割合：100％

なお、本項における営業利益の判定においては、当社の監査済みの連結損益計算書（連結損益計算書を作

成していない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等によ

り参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定める
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ものとする。

(2）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(3）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(4）新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有し

ていなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(5）新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

４．当社が組織再編成行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以

上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日におい

て残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消

滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約

権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のう

え、（注）２で定められた行使価額を調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編成行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使すること

ができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

(7）増加する資本金及び資本準備金に関する事項

表中「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

５．2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使

時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2021年１月26日 ― 1,809,283 △38,262 100,000 △38,235 ―

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（注）１．当社は、2020年10月15日開催の第21期第1回臨時株主総会において資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰

余金の処分の件について決議を行っており、2021年1月26日に効力が発生いたしました。それにより、資本金

が38,262千円減少し（減資割合27.7％）、資本準備金が38,235千円減少（減資割合100.0％）しております。

２．2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。これにより発行済株式総数は1,809,283株増加し、3,618,566株となっております。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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2021年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 1,809,283 1,809,283

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,809,283 ― ―

総株主の議決権 ― 1,809,283 ―

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

（注）2021年５月14日開催の取締役会決議により、2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行う

とともに、2021年６月４日開催の臨時株主総会決議により、2021年６月４日付で１単元を100株とする単元株制度

を採用しております。これに伴い、提出日現在において、完全議決権株式（その他）の株式数は普通株式

3,618,100株、議決権の数は36,181個、単元未満株式の株式数は466株、発行済株式総数の株式数は3,618,566株、

総株主の議決権の議決権の数は36,181個となっております。

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期累計期

間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビュ

ーを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

４．最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

　当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７－６」の規定に準じて前年

同四半期との対比は行っておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2020年12月31日）

当第１四半期会計期間
（2021年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,476,314 2,299,426

売掛金 107,198 106,869

前渡金 598,769 520,349

前払費用 57,275 45,662

未収入金 24,332 36,969

その他 55,880 18

貸倒引当金 △9,066 △9,458

流動資産合計 3,310,704 2,999,837

固定資産

有形固定資産 4,503 4,183

無形固定資産 287,945 308,391

投資その他の資産

  その他 141,943 150,471

　貸倒引当金 △1,856 △2,034

投資その他の資産合計 140,087 148,437

固定資産合計 432,536 461,012

資産合計 3,743,240 3,460,849

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（2020年12月31日）

当第１四半期会計期間
（2021年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 12,541 8,154

1年内返済予定の長期借入金 53,966 45,298

未払金 50,862 46,756

未払消費税等 86,477 51,793

預り金 3,125,268 2,861,462

賞与引当金 - 7,472

その他 75,752 56,123

流動負債合計 3,404,868 3,077,061

固定負債

  長期借入金 70,630 61,051

繰延税金負債 - 114

固定負債合計 70,630 61,165

負債合計 3,475,498 3,138,226

純資産の部

株主資本

  資本金 138,262 100,000

資本剰余金 38,235 -

利益剰余金 9,512 133,824

株主資本合計 186,010 233,824

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81,588 88,637

評価・換算差額等合計 81,588 88,637

新株予約権 143 160

純資産合計 267,742 322,622

負債純資産合計 3,743,240 3,460,849
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年３月31日）

売上高 317,249

売上原価 25,746

売上総利益 291,503

販売費及び一般管理費 236,763

営業利益 54,739

営業外収益

受取利息 14

預り金精算益 5,069

その他 15

営業外収益合計 5,098

営業外費用

支払利息 289

営業外費用合計 289

経常利益 59,548

税引前四半期純利益 59,548

法人税等 11,734

四半期純利益 47,814

（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関する

会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の拡大や収束時期等を含む仮定について重要な変

更はありません。
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当第１四半期累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年３月31日）

減価償却費 9,052千円

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2020年10月15日開催の臨時株主総会において資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分

の件について決議を行っており、2021年1月26日に効力が発生いたしました。それにより、減少する資本金の

額38,262千円及び資本準備金の額38,235千円を合算した金額76,497千円の全額をその他資本剰余金に振り替え

た後、その全額を繰越利益剰余金に振り替えて、2019年12月期の繰越利益剰余金の額の欠損額に対する欠損填

補を行いました。

　なお、株主資本の合計額には、著しい変動はありません。
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期財務諸
表計上額
（注２）ペイメント

フィナンシャル
クラウド

計

売上高

外部顧客への売上高 208,039 109,210 317,249 － 317,249

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 208,039 109,210 317,249 － 317,249

セグメント利益又は損失（△） 121,660 △4,419 117,240 △62,501 54,739

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△62,501千円は、おもに各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第１四半期累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年３月31日）

１株当たり四半期純利益 13.21円

（算定上の基礎）

四半期純利益（千円）  47,814

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純利益（千円）  47,814

普通株式の期中平均株式数（株） 3,618,566

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

2021年３月26日開催の取締役会

決議による第20～第22回新株予

約権

新株予約権の数　13,000個

（普通株式　　　　26,000株）

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．当社は2021年６月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式分

割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
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（重要な後発事象）

株式の分割及び単元株制度の導入

　当社は、2021年５月14日開催の取締役会決議に基づき、2021年６月４日付をもって株式分割を行っておりま

す。また、2021年６月４日開催の臨時株主総会決議により、2021年６月４日付で１単元を100株とする単元株制

度を採用しております。

（１）株式分割の目的

　当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを

目的として株式分割を実施致します。

（２）株式分割の概要

①分割方法

　2021年６月３日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき２株の

割合をもって分割しております。

②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数　　　　　　　　　　　1,809,283株

今回の株式分割により増加する株式数　　　　　　　1,809,283株

株式分割後の発行済株式総数　　　　　　　　　　　3,618,566株

株式分割後の発行可能株式総数　　　　　　　　　 10,000,000株

③株式分割の効力発生日

2021年６月４日

④１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響

については、当該箇所に反映されております。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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